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中外合資経営企業法  

1979 年 7 月 1 日第 5 期全国人民代表大会第 2 回会議採択  
1990 年 4 月 4 日第 7 期全国人民代表大会第 3 回会議改正  
2001 年 3 月 15 日第 9 期全国人民代表大会第 4 回会議改正  

2016 年 9 月 3 日第 12 期全国人民代表大会常務委員会第 22 回会議改正  
同日国家主席令第 12 期第 51 号により公布 2016 年 10 月 1 日施行  

 
第 1 条 中華人民共和国は、国際経済協力及び技術交流を拡大するため、外国の会社、

企業その他経済組織又は個人（以下「外国合営者」という。）が平等互恵の原則に

従い、中国政府の認可を経て、中華人民共和国国内において中国の会社、企業その

他経済組織（以下「中国合営者」という。）と共同して合営企業を設立・運営する

ことを認める。 
第 2 条 中国政府は、法により外国合営者の中国政府の認可を経た合意、契約及び定

款に従った合営企業における投資、分配により取得するべき利益その他の適法な権

益を保護する。 
2 合営企業のすべての活動については、中華人民共和国の法律及び法規の規定を遵守

しなければならない。 
3 国は、合営企業に対して国有化及び収用を実行しない。特段の事由の下においては、

社会公共利益の必要に基づき、合営企業に対して法律手続により収用を実行し、か

つ、相応する補償を与えることができる。 
第 3 条 合営各当事者の締結する合営合意、契約及び定款については、国の対外経済

貿易主管部門（以下「審査・認可機関」という。）に報告し審査・認可を受けなけ

ればならない。審査・認可機関は、3 か月内に認可し、又は認可しない旨を決定し

なければならない。合営企業は、認可を経た後に国の工商行政管理主管部門に対し

て登記し、営業許可証を受領し、営業を開始する。 
第 4 条 合営企業の形式は、これを有限責任会社とする。 
2 合営企業の登録資本において、外国合営者の投資比率は、一般に 100 分の 25 を下

回らない。 
3 合営各当事者は、登録資本の比率に応じて利益を分けて享受し、並びにリスク及び

欠損を分担する。 
4 合営者の登録資本を譲渡する場合には、必ず合営各当事者の合意を経なければなら

ない。 
第 5 条 合営企業の各当事者は、現金、現物及び工業所有権等をもって投資をするこ

とができる。 
2 外国合営者が投資とする技術及び設備は、必ず確実に我が国の必要に適合する先進

的な技術及び設備でなければならない。故意に遅れた技術及び設備をもって欺罔を

して損害をもたらした場合には、損害を賠償しなければならない。 
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3 中国合営者の投資には、合営企業のため経営期間において提供する土地使用権を含

めることができる。土地使用権が中国合営者の投資の一部でない場合には、合営企

業は、中国政府に対し使用料を納付しなければならない。 
4 前各項の投資については、合営企業の契約及び定款において規定をしなければなら

ない。その価格（土地を除く。）については、合営各当事者が評価して協議により

決定する。 
第 6 条 合営企業は、董事会を置く。その人数構成については、合営各当事者が協議

し、契約及び定款において確定し、かつ、合営各当事者が任命・派遣し、及び交代

させる。董事長及び副董事長については、合営各当事者が協議により確定し、又は

董事会が選挙により選出する。中外合営者の一方が董事長を担任する場合には、他

方が副董事長を担任する。董事会は、平等互恵の原則に基づき、合営企業の重大問

題を決定する。 
2 董事会の職権は、合営企業の定款の規定に従い合営企業の一切の重大問題、即ち企

業発展規画、生産・経営活動方案、収支予算、利益分配、労働賃金計画、営業停止

並びに総経理、副総経理、総工程士、総会計士及び審計士の任命又は招聘並びにそ

の職権及び待遇等を討論・決定することである。 
3 正副総経理（又は正副工場長）については、合営各当事者がそれぞれ担任する。 
4 合営企業の従業員の採用、解雇、報酬、福利、労働保護及び労働保険等の事項につ

いては、法により契約の締結を通じて定めなければならない。 
第 7 条 合営企業の従業員は、法により労働組合組織を設立し、労働組合活動を展開

し、従業員の適法な権益を維持・保護する。 
2 合営企業は、当該企業の労働組合のため必要な活動条件を提供しなければならない。 
第 8 条 合営企業が取得する粗利益については中華人民共和国の税法の規定に従い合

営企業所得税を納付した後に、合営企業定款所定の予備基金、従業員奨励及び福利

基金並びに企業発展基金を控除し、純利益については合営各当事者の登録資本の比

率に基づき分配をする。 
2 合営企業は、国の税収関連法律及び行政法規の規定により減税又は免税の優遇措置

を享受することができる。 
3 外国合営者は、分配により取得する純利益を中国国内における再投資に用いる場合

には、既に納付した所得税の一部の還付を申請することができる。 
第 9 条 合営企業は、営業許可証に基づき国の外国為替管理機関が外国為替業務の経

営を許可した銀行その他の金融機構において外国為替口座を開設しなければなら

ない。 
2 合営企業の外国為替に関連する事項については、中華人民共和国の外国為替管理条

例に従い取り扱わなければならない。 
3 合営企業は、その経営活動において、外国の銀行から直接に資金を調達することが

できる。 
4 合営企業の各種保険は、中国国内の保険会社に対し付保しなければならない。 
第 10 条 合営企業が認可された経営範囲内において必要とする原材料及び燃料等の

物資については、公平かつ合理の原則に従い、国内市場又は国際市場から購入する

ことができる。 
2 合営企業が中国国外に対して製品を販売することは、これを奨励する。輸出製品に

ついては、合営企業が直接に、又は合営企業と関連する委託機構が国外市場に対し

て販売することができ、また中国の対外貿易機構を通じて販売することもできる。

合営企業の製品については、中国市場において販売することもできる。 
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3 合営企業は、必要である場合には、中国国外において分支機構を設立することがで

きる。 
第 11 条 外国合営者が法律並びに合意及び契約所定の義務を履行した後に分配によ

り取得する純利益、合営企業の期間が満了し、又は中止する際に分配により取得す

る資金その他の資金については、合営企業契約所定の通貨に従い外国為替管理条例

に従い国外に為替送金することができる。 
2 外国合営者が為替送金することのできる外国為替を中国の銀行に預け入れること

は、これを奨励する。 
第 12 条 合営企業の外国籍従業員の賃金収入その他の正当な収入については、中華人

民共和国の税法に従い個人所得税を納付した後に、外国為替管理条例に従い国外に

為替送金することができる。 
第 13 条 合営企業の合営期間については、それぞれの業種及び状況に応じて異なる約

定をする。特定の業種の合営企業については、合営期間を約定しなければならない。

特定の業種の合営企業については、合営期間を約定することができ、また合営期間

を約定しないこともできる。合営期間を約定した合営企業について、合営各当事者

は、合営期間の延長を合意した場合には、合営期間満了の 6 か月前までに審査・認

可機関に対し申請を提出しなければならない。審査・認可機関は、申請受理の日か

ら 1 か月内に、認可し、又は認可しない旨を決定しなければならない。 
第 14 条 合営企業において重大な欠損、一方の当事者による契約及び定款所定の義務

の不履行又は不可抗力等が発生した場合において、合営各当事者の協議による合意

を経て、審査・認可機関に報告し認可を受け、かつ、国の工商行政管理主管部門に

対し登記したときは、契約を終了することができる。契約違反により損害をもたら

した場合には、契約に違反した一方が経済責任を引き受けなければならない。 
第 15 条 合営企業の設立・運営が国の規定する参入許可に係る特別管理措置の実施に

かかわらない場合には、第 3 条、第 13 条及び前条所定の審査・認可事項について

は、ファイリング管理を適用する。国の規定する参入許可に係る特別管理措置は、

国務院が発布し、又は発布を承認する。 
第 16 条 合営各当事者に紛争が生じ、董事会が協議により解決することのできない場

合には、中国の仲裁機構が調停又は仲裁をするものとし、また合営各当事者がその

他の仲裁機構における仲裁を合意することもできる。 
2 合営各当事者は、契約において仲裁条項を締結しておらず、又は事後に書面による

仲裁合意を達成しなかった場合には、人民法院に対し訴えを提起することができる。 
第 17 条 この法律は、公布の日から発効する。 
 

（中文法令研究会翻訳。会長：萩野敦司 副会長：広瀬元康 事務局長：森啓太） 


